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愛知県の「第８次総量規制基準」の基本的な考え方(案) 

 
１ 総量規制基準による規制について 

 

（１）適用対象 

指定地域内の特定事業場（注）のうち、日平均排出量が 50ｍ3以上のもの（以下「指

定地域内事業場」という。）。 
（注）特定事業場：水質汚濁防止法に定める特定施設を有する事業場 

 

（２）国が示した第８次総量規制基準の設定方法 

総量規制基準値は、個々の指定地域内事業場ごとに排出水の汚濁負荷量の許容限度

として知事が定めるものであり、ＣＯＤ、窒素含有量（以下「窒素」という。）、りん

含有量（以下「りん」という。）について、以下の算式により定められる。 
 
ＣＯＤ    Lc=(Cco×Qco+Cci×Qci+Ccj×Qcj)×10－３ (kg/日) 
窒 素    Ln=(Cno×Qno+Cni×Qni)×10－３ (kg/日) 
り ん    Lp=(Cpo×Qpo+Cpi×Qpi)×10－３ (kg/日) 
 
Ｑ：下表の時期区分別の特定排出水(注)の水量（単位：ｍ３/日） 
Ｃ：下表の時期区分の水量ごとに、環境大臣が定める総量規制基準に係る業種そ

の他の区分（以下「業種等区分」という。）ごとの範囲（以下「Ｃ値範囲」と

いう。）内において知事が定める値（以下「Ｃ値」という。単位：mg/L）。 
(注) 特定排出水：排出水のうち、専ら冷却用、減圧用等、汚濁負荷量が増加しないものに供さ
れた水以外のもの。 

 
時期区分別水量 ＣＯＤ 窒素 りん 

S55.6.30以前の水量 Ｑco 

Ｑno Ｑpo S55.7.1～H3.6.30に増加した水量 Ｑci 

H3.7.1～H14.9.30に増加した水量
Ｑcj 

H14.10.1以降に増加した水量 Ｑni Ｑpi 

 

      第７次総量規制基準の設定の一例 （窒素）       （単位：mg/L） 

業種等の区分 排水の発生時期
国の定めるＣ値範囲 県の定める 

Ｃ値 下限 上限 

し尿処理業 
H14.9.30 以前 ２０ ６０ ６０ 

H14.10.1 以後 １０ ４０ ３０ 
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２ 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準設定方法の基本的な考え方 

 
第８次総量規制における基準の設定は、以下に示す基本的な考え方により、環境省に

より告示された「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量についての総量規制基

準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」において設定する。 
 
（１）時期区分について 

国が時期区分を変更していないことから、本県も同様に７次の時期区分を踏襲する。 
 
（２）業種等の区分について 

７次において、国は業種を215に区分している。県はこれを水量等により更に区分
し、CODは272、窒素は323、りんは306に区分している。 
国が業種等区分を変更していないことから、本県も同様に７次の業種等区分を踏襲

する。 
 
（３）Ｃ値について 

ア これまでのＣ値の設定状況 

   公共用水域の水質環境や事業場の排水水質の実態等を考慮して各業種を分類し、

Ｃ値を次のとおり設定している。 

・排水水質の実態が上限値を上回っている業種 上限値 

・排水水質の実態が概ねＣ値範囲内にある業種 Ｃ値範囲内 

・排水水質の実態が下限値を下回っている業種 

・本県に存在しない業種 
下限値 

    
 Ｃ値は業種等区分ごと、時期区分別（以下「Ｃo等の区分」という。）ごとに設定
している。 

（７次のＣo等の区分数は CODが 816、窒素が 646、りんが 612） 
 
イ Ｃ値見直しの考え方 

「第８次水質総量削減の在り方について（中央環境審議会答申）」において、「指

定地域内事業場に係る負荷量に関しては、７次にわたる水質総量規制基準によりか

なりの削減が図られてきた。こうした実績を踏まえ、最新処理技術動向も考慮しつ

つ、これまでの取組が継続されていく必要がある」とされた。 
こうした状況を踏まえ、本県の７次Ｃ値が国の８次Ｃ値範囲の下限値に設定され

ていないＣo等の区分を対象に、国の総量規制基準見直しの考え方を参考にしつつ、
県内の指定地域内事業場の実態も考慮の上、必要なＣo等の区分について基準値引
き下げの見直しを検討する。 
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表１ 見直し検討対象の業種等区分数 

項目 
業種等区分数 

総数 

下限値に設定済み

業種等区分数 

見直し検討対象業

種等区分数 

ＣＯＤ ２１５ １８１ ３４ 

窒 素 ２１５ １０４ １１１ 

り ん ２１５ ９２ １２３ 

項目 
Ｃo等の区分数

総数 

下限値に設定済み

Ｃo等の区分数 

見直し検討対象 

Ｃo等の区分数 

ＣＯＤ ８１６ ７４１ ７５ 

窒 素 ６４６ ３７２ ２７４ 

り ん ６１２ ２９４ ３１８ 

 

具体的な検討は、以下の（ア）～（ウ）の考え方により行う。 

 

本県のＣ値見直しの考え方のイメージ図 

(ア) 本県の７次Ｃ値が国の

８次Ｃ値範囲を上回る業

種 

     

(イ) 排水水質の実態が本県

の７次Ｃ値を十分に下回

っている業種 

 

(ウ) 現時点で、本県に事業

場が存在しない業種 

 

  

  （注）  ：本県の７次Ｃ値（現行Ｃ値） 
：本県の８次Ｃ値（見直し後のＣ値） 
：国のＣ値範囲    

            ：排水水質の実態 

 
 
（ア） 本県の７次Ｃ値が国の８次Ｃ値範囲を上回る業種 

本県の８次Ｃ値は、国の８次Ｃ値範囲内で設定する必要がある。このため、本

県の７次Ｃ値が国の８次Ｃ値範囲を上回る業種については、排水水質の実態（平

成 26 年度の実績値）を踏まえつつ、国の８次Ｃ値範囲内となるようＣ値の見直し

を行う。 

 

Ｃ
値
範
囲 

下限 

上限 

下限 

上限 

下限

上限

下限

上限
7次 8次 7 次 8次 7次 8次

下限

上限

下限

上限
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表２ 対象業種等区分数 
項目 業種等区分数 Ｃo等の区分数 
ＣＯＤ ０ ０ 
窒 素 ２ ３ 
り ん ４ ５ 

  注：業種等区分数の総数は 215 
    Co等の区分数の総数は CODが 816、窒素が 646、りんが 612 

      
（イ） 排水水質の実態が本県の７次Ｃ値を十分に下回っている業種 

本県の７次Ｃ値が国の８次Ｃ値範囲内の業種のうち、排水水質の実態（平成 26

年度の実績値）が本県の７次Ｃ値を十分に下回っている業種については、国によ

るＣ値範囲の見直しの如何に関わらず、水質を悪化させない観点から排水水質の

実態を踏まえＣ値の見直しを検討する。 

具体的には、以下の考え方によりＣ値の見直しを検討する。 
 

見直しＣ値設定の考え方（案）のイメージ図 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

実測水質は通常稼働時の状況を示していると考えられる。通常稼働を最大稼働

時の７割の水質と仮定し、実測水質を 0.7 で除することで推定最大水質を算出し、

端数を設定最低単位（ＣＯＤ、窒素：５mg/L、りん：0.5mg/L）に切り上げた値に

Ｃ値を引き下げる。 
 

表３ 対象業種等区分数 
項目 業種等区分数 Ｃo等の区分数 
ＣＯＤ １０ １６ 
窒 素 ２７ ３３ 
り ん ３７ ４５ 

  注：業種等区分数の総数は 215 
    Co等の区分数の総数は CODが 816、窒素が 646、りんが 612 

  

 

 

 
Ｃ
値
範
囲 

7 次 8 次 

下限

上限

下限 

上限 

（注）   ：本県現行基準値 
   ：本県見直し後の基準値 
 ：排水水質の実態 

   ：推定最大水質 
：国の基準値範囲 
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（ウ） 現時点で、本県に事業場が存在しない業種 
今後設置等される施設について最新技術の導入により汚濁負荷量の増加を最小

限にするよう、これまでの本県の考え方を踏襲し、原則として、国の８次Ｃ値範

囲の下限値となるよう、Ｃ値の見直しを検討する。 

 
表４ 対象業種等区分数 

項目 業種等区分数 Ｃo等の区分数 
ＣＯＤ ２ ３ 
窒 素 ５ １０ 
り ん ６ １５ 

  注：業種等区分数の総数は 215 
    Co等の区分数の総数は CODが 816、窒素が 646、りんが 612 
 


